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文教厚生委員長報告 
              令和７年１２月１８日 

 

今期定例会において、文教厚生委員会に付託を受けまし

た議案１０件について、その審査の経過と結果をご報告申

し上げます。 

 

まず、議案第１０９号、西都市乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてで

あります。 

 本案は、子ども・子育て支援法等の改正に係るこども誰

でも通園制度の創設に伴い、所要の整備を行うものであり

ます。  

本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採

決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 

次に、議案第１１３号、西都市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正

についてであります。 

本案は、児童福祉法等の改正に伴い、所要の整備を行う

ものであります。 

本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採

決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 
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次に、議案第１１６号、令和７年度西都市一般会計予算

補正（第７号）について、本委員会に付託を受けた部分に

ついてであります。 

歳出について主なものは、民生費に介護給付費・訓練等

給付費、衛生費に医療機関開設等支援事業補助金などの予

算が計上されております。 

本案につきましては、種々質疑の後、ある委員より、「付

託を受けた予算補正の内容は、いずれも必要なものであり

賛成したい。特に、地域医療対策費において、医療機関開設

等支援事業補助金１，０００万円が補正されていることに

ついて、期待を込めて賛成したい。これは、来年３月末をも

って閉院をされる市内の小児科医院を承継してもらうため

の予算補正である。 

当局の説明では、『現段階においては、来年４月からの開

業に向け、期待できるところまでは進んでいると考えてい

る。』との答弁がされていることから、安心をしているが、

小児科医院の承継は、市民の皆さんの強く望まれるところ

であるので、必要な予算措置と支援対策をしっかりとって

いただき、必ず、小児科医院の承継が実現するよう強く要望

しておきたい。」 

との賛成討論があり、採決の結果、全会一致をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 

なお、審査にあたり、次のような意見・要望がなされま

したので、ご報告いたします。 

 

「妻北小学校トイレ洋式化事業については、繰越明許補

正がされているが、一日も早く事業に着手し、早期完成を強

く要望したい。」 
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「西都市中学校地域運営協議会補助金が提案されている

が、柔軟な協議会の運営がなされること、また必要な予算措

置を図ることを要望したい。」 

「令和８年度に予定されている『子ども・子育て支援金制

度』に伴うシステム改修の予算が提案されているが、制度開

始に当たっては、市民の負担増につながらない対策を強く

要望しておきたい。」 

「フッ化物洗口に伴う洗口液及び専用ポンプ購入費につ

いて債務負担行為補正がされている。報告では、洗口を辞退

する児童生徒が１割以上あるとのことであった。フッ化物

洗口による虫歯予防効果を積み重ねることで、普及に尽力

していただくことを要望しておきたい。」 

 

との意見・要望がありました。 

 

次に、議案第１１７号、令和７年度西都市国民健康保険

事業特別会計予算補正（第３号）についてであります。  

本案は、保険給付費など、総額１，９３１万２千円を増

額補正しようとするものであります。 

本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採決

の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 

次に、議案第１１９号、令和７年度西都市介護保険事業

特別会計予算補正（第３号）についてであります。  

本案は、保険給付費など、総額１，２９２万４千円を増

額補正しようとするものであります。 

本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採決
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の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 

次に、議案第１２０号、令和７年度西都市後期高齢者医療

特別会計予算補正（第２号）についてであります。  

本案は、総務費に２１０万７千円を増額補正しようとす

るものであります。 

本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採決

の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 

次に、議案第１２２号、財産の無償貸付についてであり

ます。  

本案は、養護老人ホーム静和園の用地として利用するた

め、市有財産を無償貸付することについて、議会の議決を

求めようとするものであります。 

本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採決

の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 

次に、議案第１２４号、西都市スポーツ施設（屋内）の

指定管理者の指定についてであります。 

本案については、種々質疑の後、ある委員より、「本案

は、西都市スポーツ施設である市民体育館、市民弓道場、市

民武道場の管理を行わせるものを指定しようとするもので

あり、指定管理者となる団体の名称は特定非営利法人ブレ

インストーム、指定期間は令和８年４月１日から令和１１
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年３月３１日の３年間とのことである。 

審査に当たっては、指定管理者選定委員会の委員長であ

る川井田副市長に出席を求め、『指定管理の目的と費用対効

果』、『同法人選定の理由と期待すること』、『同法人の管

理実績』、『指定管理期間を３年とする理由について』、『指

定管理に対する行政としての姿勢』、『指定管理に係る基本

情報等』について質問をし、それぞれ明快な見解をいただい

たところであり、十分に理解が得られたので賛成したい。 

提案のスポーツ施設は、様々な団体等が利用されるので、

より親切な対応に心がけていただき管理運営に当たってい

ただくよう行政としての指導援助を強く要望しておきた

い。」 

との賛成討論があり、採決の結果、全会一致をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 

次に、議案第１２５号、西都市民会館の指定管理者の指

定についてであります。 

本案については、種々質疑の後、ある委員より、「本案

は、西都市民会館の管理を行わせるものを指定しようとす

るものであり、指定管理者となる団体の名称は株式会社エ

フエンタープライズ、指定期間は令和８年４月１日～令和

１３年３月３１日までの５年間である。本案については、こ

れまでの１０年間の指定管理の実績を踏まえ賛成するもの

である。 

本案の審査に当たっても、指定管理者選定委員会委員長

である川井田副市長に出席を求め、『指定管理者指定の選定

に当たって、５年間の実績をどのように評価されたのか』、

『これまでの実績を踏まえ、次の５年間の管理運営に、何を

期待をされるのか』、『市民会館は、本市にとっては文化活
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動の基本施設であることから、西都市、教育委員会との連携

強化が強く求められている、との立場から、審査委員長とし

ての見解』、また、『審査に関わる詳細な基本的情報等』に

ついて質疑を通じて確認をしたところ、いずれも納得のい

く明快な見解をいただいたところである。 

株式会社エフエンタープライズは、継続した指定管理者

であり、その管理運営は特に心配することはないが、市民会

館は文化活動の拠点施設であると同時に、災害時には避難

所となるだけに、管理者任せにならず、日常的に意見交換を

行うなど、その役割を果たすことが出来るよう、より一層の

支援体制を強く求めておきたい。」 

との賛成討論があり、採決の結果、全会一致をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 次に、議案第１２６号、西都児湯障害認定審査会共同設置

規約の変更についてであります。  

本案は、審査会の委員の定数及び合議体を拡充し、事業の

効率化を進めることに伴い、規約の一部を変更する必要が

生じたため、関係地方公共団体と協議することについて、議

会の議決を求めようとするものであります。 

本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採決

の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 

以上で報告を終わります。 

よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

 


